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第１章 計画の基本理念等 

１ 計画策定の背景 
 障害者の福祉施策については，平成１５年度から導入された支援費制度により，

それまでの行政による措置から利用者主体の契約制度への転換が図られ，その

結果として，利用者数が飛躍的に伸びてきました。 
  
しかし，支援費制度※１導入後でも居宅介護（ホームヘルプ）等の提供ができ

なかった市町村があったことや，精神障害者が支援費制度の対象とはされてい

なかったことなど，制度面やサービス確保の面で立ち遅れていた部分があった

ことや，これまでの障害者福祉を長年にわたり支え続けてきた福祉施設につい

ても，利用者の入所期間が長期化していることなどにより，本来の施設の目的

と利用実態との間に乖離が見られるようになりました。 
  
 また，ノーマライゼーション※２の理念が本格的に社会に浸透しつつあるなか，

障害者の自立と暮らしを支えるための施策のさらなる充実が求められてきてい

るところであり，本市においても平成１４年度に策定した「障害者福祉プラン」

のなかで，ノーマライゼーションの実現に向けた施策の充実・強化を目指して

きました。 
 
 このように障害者を取り巻く環境が変化し，また行政の支援策の充実が図ら

れていくなか，「障害者が自立して住み慣れた地域で普通に暮らすこと」をより

一層支援できるよう，従来の事業体系を抜本的に見直すとともに，地域生活移

行や就労に向けた支援策の充実などを目的として，平成１８年４月に障害者自

立支援法が施行されました。 
 
障害者自立支援法（以下「法」）では，障害分野に関わらず必要なサービスが

利用できるようになる一方，増え続ける利用者を支えるため，国や地方自治体

の費用負担の義務化や利用者負担の見直しなど，制度の持続可能性を高める工

夫がなされるとともに，必要なサービスを安定的に確保し，全国どの市町村で

も必要なサービスが受けられるよう，市町村ごとに障害福祉計画を策定するこ

とが義務付けられました。 
 
 こうしたことから，将来にわたって本市の利用者にとって必要なサービスの

量を明確にし，また，サービスの確保策等に関する市の役割を明確にしていく

ため，この「宇都宮市障害福祉サービス計画」を策定するものです。 
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２ 計画の位置付け 
 この計画は，法第８８条に定める市町村障害福祉計画であり，法の理念に基

づき，地域での暮らしに必要な障害福祉サービスを安定的に確保するとともに，

障害者の自立した生活を支え，地域生活への移行や就労支援等に必要な本市の

取組みやサービスを明らかにしていくための計画です。 
 また，障害者基本法に基づき平成１４年度に策定した，本市の障害者施策の

基本的な事項を定めた計画である「宇都宮市障害者福祉プラン」（以下「プラン」）

のうち，福祉サービスに関する施策の方向性や基本目標を具体的に実現するた

めのものです。 
 さらに，福祉分野の総合的な行政計画である「宇都宮市地域福祉計画」との

連携や整合を図るとともに，その他障害者の福祉に係る既存の計画とも連携し

ていきます。 
 なお，本計画については，計画策定に関して国が示す指針である「障害福祉

サービス等の基盤整備に関する基本指針」に基づき作成するとともに，栃木県

障害福祉計画（とちぎ障害者プラン２１《実施計画》）との整合性も保つものと

します。 
 
３ 計画の期間 
  この計画の対象期間は，平成１８年度（２００６年度）を初年度とし，平成
２０年度（２００８年度）までの３か年とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 支援費制度 障害者の自己決定を尊重し，利用者本位のサービスの提供を行うため，利用者自らが

選択し，事業者の契約に基づき障害福祉サービスを利用する制度。それまでの行政による措置制度に代わ

り，平成１５年４月から導入された。 
※２ ノーマライゼーション 障害者を特別視するのではなく，一般社会のなかで普通の生活が送れるよ

うな条件を整えるべきであり，共に生きる社会こそがノーマルな社会であるという考え方。 
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・ 宇都宮市障害福祉サービス計画の位置付け 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国 障害福祉サービス等の基盤整備に関する基本指針（以下「基本指針」） 

 ・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項 
・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 
・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 

・障害者基本法に規定する市町村障害者計画 
・第４次宇都宮市総合計画改定基本計画における分野別計画 
・国の障害者福祉プラン及びとちぎ障害者福祉プランと整合性を持った計画 
・その他市内部の関連諸計画と整合性を持った計画 

・障害者自立支援法に規定する市町村障害福祉計画 
・宇都宮市障害者福祉プランなど，障害者の福祉に関わる既存の諸計画と連携し

た計画 

宇都宮市障害者福祉プラン（平成１４～１９年度→２０年度） 

宇都宮市障害福祉サービス計画（第１期：平成１８～２０年度）

 障害者施策全般にわたる 
基本的事項を定めた計画 

第４次総合計画改定基本計画 
Ⅲ 健康で幸せなまちづくり 
４ 障害者福祉を充実する 

栃木県（都道府県障害福祉計画） 
・区域ごとの各年度の障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 
・区域ごとの障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 
・区域ごとの障害福祉サービス・相談支援に従事する者の確保又は資質向上のために講ずる措置に関する事項 
・各年度の障害者支援施設の必要入所定員総数 
・施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項 
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等 

宇都宮市 

・サービス計画の内容 
・各年度における障害福祉サービス・相談支援の必要な量の見込み 
・障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の確保のための方策

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

 国の障害者プラン 

 障害福祉サービスの 
安定的な確保のため 
の計画 
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４ 計画の見直し及び次期計画について 
 この計画では，平成２３年度（２０１１年度）における地域移行等の目標値

を設定していることから，平成２０年度（２００８年度）末までに本計画の評

価・見直しを行ったうえで，平成２１年度（２００９年度）から平成２３年度

（２０１１年度）までの３か年を計画期間とする次期計画を策定します。 
 

 H14 
年度 

H18 
年度 

H19 
年度 

H20 
年度 

H21 
年度 

H23 
年度 

市障害者 
福祉プラン 

      

市障害福祉 
サービス 
計画 

      

 
５ 計画の基本理念  
（１）障害者の自己決定と自己選択の尊重 
   ノーマライゼーションの理念の下，障害の種別，程度を問わず，障害者

等が自らその居住する場所を選択し，その必要とする障害福祉サービスそ

の他の支援を受けつつ，障害者等の自立と社会参加の実現を図っていくこ

とを基本として，障害福祉サービスの提供体制の整備を進めます。 
 
（２）市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化 
   障害福祉サービスに関し，実施主体を市町村に統一する仕組みを基本す

るとともに，従来，身体障害，知的障害及び精神障害と障害種別ごとに分

かれていた制度を一元化することにより，立ち遅れている精神障害者等に

対するサービスの充実を図ります。 
 
（３）地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備 
   障害者等の自立支援の観点から，地域生活への移行や就労支援といった

新たな課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに，障害者等の生

活を地域全体で支えるシステムを実現するため，身近な地域におけるサー

ビス拠点づくりやＮＰＯ※３等によるインフォーマルなサービス※４の活用も

含め，社会資源を最大限活用し，提供体制の整備を進めます。 
 

第１期計画 次期計画 

１年延長 
次期プラン 
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６ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 
  障害福祉サービス等の提供体制の確保にあたっては，１の基本的理念を踏

まえ，以下の点に配慮し，数値目標を設定したうえで計画的な整備を行いま

す。 
 
（１）必要な訪問系サービスの確保 
   立ち遅れている精神障害者等に対する訪問系サービス（居宅介護，重度

訪問介護，行動援護及び重度障害者等包括支援を指す。以下同じ）の充実

を図り，必要な訪問系サービスの確保に努めます。 
 
（２）希望する障害者等に日中活動系サービスを確保 
   いわゆる小規模作業所の利用者の法に基づくサービスへの移行等を推進

するとともに，希望する障害者等に日中活動系サービス（生活介護，自立

訓練，就労移行支援，就労継続支援，療養介護，児童デイサービス，短期

入所及び地域活動支援センターで提供されるサービスを指す。以下同じ）

の確保に努めます。 
 
（３）グループホーム等の充実を図り，入所等から地域生活への移行を推進 
   地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援助を行う住

居）及びケアホーム（共同生活介護を行う住居）の充実を図るとともに，

自立訓練事業等の推進により，入所等（福祉施設への入所又は病院への入

院をいう。）から地域生活への移行を進めます。 
 
（４）福祉施設から一般就労への移行等を推進 
   就労移行支援事業等の推進により，障害者の福祉施設から一般就労への

移行を進めるとともに，福祉施設における雇用の場を拡大に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※３ ＮＰＯ 「Nonprofit organization」の略。広義では福祉，教育，環境などに関するボランティア
活動など，様々な社会貢献活動を行う団体全てを指すが，狭義では，特定非営利活動促進法に基づく「特

定非営利法人（ＮＰＯ法人）」も指す。 
※４ インフォーマルなサービス ボランティアや家族，友人からの援助や地域での助け合いなど，行政

などが提供する公的（フォーマル）なサービスでないサービス。地域で長期にわたる支援を行うためには，

フォーマルなサービスだけでなくインフォーマルなサービスの活用が重要と言われている。 



 
 
第２章 障害の認定状況と障害福祉サービスの利用の状況                       

 6

第２章 障害の認定状況と障害福祉サービスの利用の状況 

１ 障害認定の状況 
（１）各手帳の交付状況 
  ・ 各障害とも，手帳交付者は増加傾向にあるが，特に精神保健福祉手帳

の交付者が伸びてきています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）身体障害者手帳交付者数の推移  
  ・ 全体として増加傾向にありますが，特に複合障害がある者の割合が伸

びてきています。 
  ・ また，肢体不自由者については，障害福祉サービスの利用ニーズが多

いと思われる重度の障害者数の割合が伸びてきています。 
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  ○ 身体障害者手帳交付数の推移 
  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

２８１
２３６
 ５２
 ５６
１０１
 ６２

３５１
２３２
５３
５３
８４
５７

３５７ 
２３０ 
５２ 
５０ 
８０ 
５６ 

視覚障害 

計 ７８８ ８３０ ８２５ 

１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

  ０
４０１
１１１
３４０
  ０
５３４

１
４０７
１０３
３２１
３

５４４

０ 
４１０ 
１０７ 
３２９ 
２ 

５１９ 

 
聴覚平衡 
機能障害 

計 １，３８６ １，３７９ １，３６７ 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

０
０
５９
５６
０
０

０
０
５３
５２
０
０

０ 
０ 
５２ 
５３ 
０ 
０ 

音声・言語 
 機能障害 

計 １１５ １０５ １０５ 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

８０１
１，４９６
８６７
１，２４０
８３５
２７６

１，０１５
１，４４１
８０４
１，２０７
６３２
２８２

１，０３０ 
１，４３９ 
８０２ 
１，３３１ 
６２５ 
２７７ 

 
 
 
肢体不自由 

計 ５，５１５ ５，３８１ ５，５０４ 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

１，３４７
６

３６１
６７５
０
０

１，７６３
１３
３３２
６６９
０
０

１，７５５ 
１３ 
３３０ 
６６１ 
０ 
０ 

 
 
内部障害 
 

計 ２，３８９ ２，７７７ ２，７５９ 
１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

３４４
１２３
５８
３２
１７
２

４３１
１２０
５４
２６
１１
２

４７２ 
１２９ 
６３ 
３２ 
１２ 
２ 

 
 
 
複合障害 

計 ５７６ ６４４ ７１０ 

１級 
２級 
３級 
４級 
５級 
６級 

２，７７３
２，２６２
１，５０８
２，３９９
９５３
８７４

３，５６１
２，２１３
１，３９９
２，３２８
７３０
８８５

３，６１４ 
２，２２１ 
１，４０６ 
２，４５６ 
７１９ 
８５４ 

計 

合計 １０，７６９ １１，１１６ １１，２７０ 

   ※各年度４月１日現在  
 
 
 

体幹機能障害 
肢体機能障害 

じん臓障害 
小腸障害 
免疫障害 等 

２つ以上の 
障害のある方 
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（３）療育手帳※５交付者数の推移 
全体として増加傾向にありますが，特に中程度～軽度の手帳交付者数が

伸びています。 
 
  ○ 療育手帳交付数の推移 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 
Ａ１ 
Ａ２ 
Ａ 
Ｂ１ 
Ｂ２ 
Ｂ 

３０４
６３３
３６
６０８
３７８
３５

３３４
６２２
３６
６４９
４２４
３１

３４８ 
６４５ 
３６ 
６６９ 
４５８ 
２７ 

知的障害 

計  １，９９４ ２，０９６ ２，１７３ 
   ※各年度４月１日現在 
 
（４）精神保健福祉手帳交付者数の推移    
   全体として交付者が伸びています。 
 
  ○ 精神保健福祉手帳交付者数の推移                           

  平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 
１級 
２級 
３級 

 １７３
４５３
２９８

２０２
５２８
３７５

２２３ 
６５３ 
４４７ 精神障害 

計 ９２４ １，１０５ １，３２３ 
   ※各年度４月１日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※５ 療育手帳 知的障害者（児）が各種の援助を受けやすくするために，判定機関で知的障害者と判定

された障害児者に対して交付する手帳。 
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２ 障害福祉サービスの利用の状況 
（１）居宅介護及び居宅生活支援（移動介護除く） 
  ・ ホームヘルパーが自宅に訪問し，身体の介護や家事援助などを提供す

るサービスで全体的に利用実績が伸びてきました。 
  ・ 特に，身体障害者と障害児の利用実績が伸びてきています。 
 
  ○ 居宅介護及び居宅生活支援（移動介護除く）利用実績（人数） 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
身体障害者 人/月 83 112 138 27.5
知的障害者 人/月 4 11 17 6.5
精神障害者 人/月 17 26 28 5.5
障害児 人/月 11 38 40 14.5
合計 人/月 115 187 223 54.0

   ※実績値は各年度の 10月の実績（以下同様） 
 
 
  ・ なお，利用者一人当たりの延べ利用時間数は３年間でほぼ一定の実績

となっています。 
 
  ○ 居宅介護及び居宅生活支援（移動介護除く）利用実績（時間） 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
利用述べ時間数 時間 3,764 5,728 6,965 1.600.5
利用述べ人数（再掲） 人 115 187 223 54.0
利用者一人あたり平

均利用時間 
時間

／人
32.7 30.6 31.2

31.5
（3ヵ年平均）
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（２）移動介護（外出介護） 
  ・ 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

を必要とする障害者等に対しヘルパーを派遣し，外出時の移動に関する

支援を行うサービスで，利用動向については，全体的に伸びています。 
  ・ なお，平成１８年１０月からは地域生活支援事業の移動支援に移行し

ています。 
 
  ○ 移動介護利用実績 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
利用述べ時間数 時間 1,581 2,124.5 2,755 587
利用述べ人数 人 78 127 190 56
利用者一人あたり平

均利用時間 
時間

／人
20.3 16.7 14.5

17.2
（3ヵ年平均）

                       
 
（３）短期入所 
  ・ 介護者の疾病などの理由により在宅での介護を受けることが困難な障

害者等に対し，障害者施設に短期間入所させ，必要な保護を行うサービ

スで，宿泊による利用が原則ですが，知的障害者及び障害児についての

み，日中の一時利用が認められていました。なお，この日中の一次利用

については，平成１８年１０月から地域生活支援事業の日中一時支援に

移行しました。 
 
  ○ 短期入所利用実績 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
利用述べ回数（宿泊） 回 290 368 462 86
利用述べ回数（日中） 回 163 569 689 263
居宅介護利用者一人あ

たり平均利用回数 
（宿泊のみ） 

回／

人 
2.96 2.29 2.37

2.54
（3ヵ年平均）
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（４）デイサービス 
  ・ 障害者施設等において，障害者・児に創作的活動や機能訓練，入浴な

どの必要な介護を提供するサービスで，このうち，身体障害者と知的障

害者のデイサービス（障害者デイサービス）については，平成１８年１

０月から地域生活支援事業の地域活動支援センター事業等に移行してい

ます。 
 
  ○ 障害者デイサービス利用実績（身体・知的） 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
利用人数（障害者） 人 150 182 191 20.5
利用述べ回数（障害者） 回数 1,291 1,395 1,470 89.5
利用者一人あたり平均

利用回数 
回数

/人 
8.6 7.7 7.7 ▲0.5

 
 
  ○ 児童デイサービス利用実績 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
利用人数（障害児） 人 0 1 11 5.0
利用述べ回数（障害児） 回数 0 7 31 15.5
利用者一人あたり平均

利用回数 
回数

/人 
0 7.0 2.8 1.4
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（５）施設訓練等支援等 
  ・ 各種の障害者施設に入所もしくは通所し，訓練や授産，介護などのサ

ービスの提供を受けるものです。 
  ・ 利用動向については，全体として施設入所者はほぼ横ばいですが，通

所者は増えています。また，個別のサービスを比較した場合，特に授産

施設の利用者が増えています。 
 
  ○ 施設訓練等支援等利用実績 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数
身体障害者療護施設 人 85 82 88 1.5
 内入所者数 人 85 82 88 1.5
 内通所者数 人 0 0 0 0.0
身体障害者更生施設 人 20 20 21 ▲0.5
 内入所者数 人 13 16 15 1.0
 内通所者数 人 7 4 6 ▲0.5
身体障害者授産施設 人 53 63 66 6.5
 内入所者数 人 14 13 13 ▲0.5
 内通所者数 人 39 50 53 7.0
知的障害者更生施設 人 293 301 304 5.5
 内入所者数 人 249 246 241 ▲4.0
 内通所者数 人 44 55 63 9.5
知的障害者授産施設 人 195 201 200 2.5
 内入所者数 人 28 27 26 ▲1.0
 内通所者数 人 167 174 174 3.5
知的障害者通勤寮 人 12 18 19 3.5
知的障害者小規模通所

授産施設 
人 16 16 16 0.0

   ※ 福祉工場は利用実績なし 
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  〈参考〉精神障害者社会復帰施設利用実績（県実績） 
項目 単位 １７年度 
精神障害者生活訓練施設 人 44
精神障害者授産施設 人 15
 内入所者数 人 10
 内通所者数 人 5
精神障害者小規模通所授産施設 人 21
精神障害者地域生活支援センター（活動分） 人 58

 
 
（６）グループホーム 
  ・ 知的障害者及び精神障害者で地域での生活が可能な者に対して共同住

宅（グループホーム）における，食事の提供や相談，その他日常生活上

の支援を行うサービスで，現状の利用動向については，知的障害者・精

神障害者ともに利用が増えてきています。 
 
  ○ グループホーム利用実績 
項目 単位 １５年度 １６年度 １７年度 平均伸び数 
知的障害者共同生活援

助（グループホーム） 
人 46 61 66 10.0

精神障害者共同生活援

助（グループホーム） 
人 47 44 52 2.5
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第３章 地域移行等の目標値について 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 
・ 現在の施設入所者のうち，自立訓練事業等を利用し，グループホーム，ケ

アホーム，一般住宅等に移行する者の数を見込み，その上で，平成２３年度

末における地域生活に移行する者の数値目標を設定します。 
・ 当該目標を設定するにあたっては現時点の施設入所者の１割以上が地域生

活に移行することを目指し，併せて平成２３年度末の施設入所者を現時点の

施設入所者から７％以上削減することを基本的な目標とします。 
・ なお，栃木県においては，地域生活に移行する者の割合については，現在

施設入所者の１５％を目指すこととし，併せて施設入所者数の削減目標値に

ついては，１０％を目指すとしています。 
・ 地域生活移行数については，国が示している地域移行等に関する数値的な

考え方に基づき，推計しています。 
 
  ○ 地域生活への移行に関する目標値 

項 目 数 値 概   要 
現入所者数(Ａ) ４３７人 ・平成１７年１０月１日現在 
目標年度入所者数

(Ｂ) 
４０９人 ・平成２３年度末時点の利用人員 

【目標値】 
削減見込(Ａ－Ｂ) 

２８人

（ ６．４％）
・差引減少見込数 

【目標値】 
地域生活移行数 

５０人

（１１．４％）

・施設入所からグループホーム等へ移行した

者の数 
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２ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 
・ 平成２４年度までに受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者が退院す

ることを目指し，必要な自立訓練事業等の必要量を見込み，平成２３年度末

までに退院可能な精神障害者の減少目標値を設定します。 
・ 都道府県においては，この退院可能な精神障害者の減少目標値の設定にあ

わせ，医療計画※６の基準病床数の見直しを進めることとされています。 
・ なお，栃木県全体では，退院可能な精神障害者を８００人と見込んでおり，

そのうち，平成２３年度までの減少目標値は６７０人を目指すとしています。 
・ 本市における精神障害者の退院可能者数については，上記栃木県全体の見

込み数から，人口による按分等に基づき推計しています。 
 
  ○ 精神障害者の退院に関する目標値 

項 目 数 値 概   要 
【目標値】 
減少数 

１５０人
・平成２３年度末までに減少を目指す数 
 （退院可能精神障害者数：１８２人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※６ 医療計画 医療法に基づく法定の計画。都道府県における医療の提供体制の確保について定めてい
る。 
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３ 福祉施設から一般就労への移行 
・ 福祉施設の利用者のうち，就労移行支援事業等を通じて，平成２３年度中

に一般就労に移行する者の数値目標を設定します。 
・ 目標の設定に当たっては，現時点の一般就労への移行実績の４倍以上とす

ることが望ましいとされています。 
・ なお，栃木県では，平成２３年度における一般就労への移行目標値につい

て，年間１２０人を目指すとしています。 
 
 
  ○ 一般就労への移行に関する目標値 

項 目 数 値 概   要 
【目標値】 

平成２３年度における 
年間一般就労移行数 

２５人 ・平成２３年度における一般就労移行数

 



 
 
第４章 介護給付・訓練等給付の実施に関する考え方及びサービス見込量                

 17

第４章  
介護給付・訓練等給付の実施に関する考え方とサービス見込量 

 

１ 介護給付・訓練等給付のサービス見込量（月間） 
  各サービスの見込量については，支援費制度における利用実績及び利用の

伸びから推計した値を基本に，日中活動系や居住系などの新体系サービスの

推計値については，国が示した新体系移行に伴う推計方法を参考に算出して

います。 

 ※ 相談支援についてはサービス利用計画の見込量 

 
 
 
 
 
 

区  分 18 年度 19 年度 20 年度 23 年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

8,602 時間/月 10,230 時間/月 12,135 時間/月 18,479 時間/月

日中活動系サービス全

体の見込量 
5,280 人日/月 10,560 人日/月 14,212 人日/月 21,362 人日/月

 生活介護 3,586 人日/月 6,622 人日/月 8,382 人日/月 10,538 人日/月

 自立訓練(機能訓練) 132 人日/月 308 人日/月 418 人日/月 528 人日/月

 自立訓練(生活訓練) 506 人日/月 1,210 人日/月 1,628 人日/月 2,178 人日/月

 就労移行支援 638 人日/月 1,474 人日/月 1,848 人日/月 2,442 人日/月

 就労継続支援(Ａ型) 44 人日/月 66 人日/月 220 人日/月 902 人日/月

 就労継続支援(Ｂ型) 374 人日/月 880 人日/月 1,716 人日/月 4,774 人日/月

療養介護 3人/月 3 人/月 3 人/月 3 人/月

児童デイサービス 33 人日/月 37 人日/月 51 人日/月 58 人日/月

短期入所 611 人日/月 743 人日/月 889 人日/月 1,359 人日/月

共同生活援助 

共同生活介護 
143 人/月 159 人/月 182 人/月 261 人/月

施設入所支援 444 人/月 451 人/月 446 人/月 409 人/月

相談支援※ 29 人/月 35 人/月 43 人/月 71 人/月
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２ 各サービスの実施に関する考え方及びサービス見込量 
（１）訪問系サービス 
  ・ 訪問系サービス（居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障害者等

包括支援）については，今後も利用が増えると想定されることから，サ

ービスの充実していきます。 
  ・ なお，サービス見込量については，支援費制度における１人あたりの

利用実績がほぼ一定量となっていることから，利用者数の伸びを増加要

因として推計しています。 
  
  ○ 居宅介護等の各年度見込量 

単位：時間/月 

居宅介護 
ホームヘルパーが訪問し，居宅において入浴，排泄，食事などの介護

を提供する。 
重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に対し，居宅における

介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供する。 
行動援護 
知的障害や精神障害により行動上の問題を有し，常時介護を要する障

害者に対し，当該障害者の行動上の危険を回避するための援護や，移

動中の介護などを提供する。 
重度障害者等包括支援 

サービスの

概要 

常時介護を要する障害者等であって，介護の必要の程度が著しく高い

ものに対し，居宅での介護や通所サービス，短期入所などを包括的に

提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量※ 
８，６０２

（約２９０人分）

１０，２３０

（約３５０人分）

１２，１３５ 

（約４３０人分） 

１８，４７９

（約７００人分）

   ※ ケアホーム（共同生活介護）でのホームヘルプ利用を含む 
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（２）日中活動系サービス 
   日中活動系サービスの見込量の推計にあたっては，旧法に基づく施設利

用の実績の伸びを元に，国が示した新体系サービスの推計手法も活用して

算出しています。 
 
  ① 生活介護 
   ・ 施設での介護が必要な者は，通所利用を中心に今後も利用者数が増

えると見込まれることから，サービスを充実していきます。 
 
  ○ 生活介護の各年度見込量 

単位：人日/月※ 

サービスの

概要 
常時介護を要する障害者等に対し，障害者支援施設等において入浴，

排泄又は食事の介護，創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
３，５６４

（約１６０人分）

６，６００

（約３００人分）

８，３８２ 

（約３８０人分） 

１０，４７２

（約４７５人分）

※ 利用者１名が１日利用して「１人日」（以下同じ） 
 
 
  ② 自立訓練（機能訓練） 
   ・ 身体障害者等が自立した生活を送れるよう，障害者支援施設等での

自立訓練を促進し，サービスを充実していきます。 
 
  ○ 自立訓練（機能訓練）の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，一

定期間（標準２４月），身体機能の向上のための訓練等を行う。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
１３２

（約５人分）

３０８

（約１５人分）

４１８ 

（約２０人分） 

５２８

（約２５人分）
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  ③ 自立訓練（生活訓練） 
   ・ 知的障害者・精神障害者等が自立した生活を送れるよう，障害者支

援施設での自立訓練を促進し，サービスを充実していきます。 
   ・ 退院可能精神障害者が地域での生活を送るため，障害者支援施設で

の自立訓練を促進し，サービスを充実していきます。 
 
  ○ 自立訓練（生活訓練）の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，一

定期間（標準２４月），生活機能の向上のための訓練等を行う。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
５０６人日

（約２０人分）

１，２１０人日

（約５５人分）

１，６２８人日 

（約７５人分） 

２，１７８人日

（約１００人分）

 
 
  ④ 就労移行支援 
   ・ 施設入所者や退院可能精神障害者，また養護学校卒業者等で就労に

関する訓練が必要な障害者の一般就労を支援し，一般就労に関する目

標値を達成できるよう，障害者支援施設等での就労移行支援を促進し，

サービスを充実していきます。 
 
  ○ 就労移行支援の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
就労を希望する障害者に対し，一定期間，就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
６１６

（約３０人分）

１，４５２

（約６５人分）

１，８４８ 

（約８５人分） 

２，４２０

（約１１０人分）
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  ⑤ 就労継続支援（Ａ型） 
   ・ 一般就労の困難な障害者に対し，福祉的就労の場を提供するために

サービスを充実していきます。 
 
  ○ 就労継続支援（Ａ型）の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき，雇用契約を結

んだうえで，就労の機会を提供するとともに，生産活動等を通じて，

知識及び能力の向上のための訓練を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
４４

（２人分）

６６

（３人分）

２２０ 

（約１０人分） 

９０２

（約４０人分）

 
 
  ⑥ 就労継続支援（Ｂ型）   
・ 一般就労の困難な障害者に対し，福祉的就労の場を提供するために必

要なサービスを充実していきます。 
 
  ○ 就労継続支援（Ｂ型）の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき，就労の機会を

提供するとともに，生産活動等を通じて，知識及び能力の向上のため

の訓練を提供する。（雇用契約無し） 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
３７４

（約１５人分）

８８０

（約４０人分）

１，７１６ 

（約７５人分） 

４，７５２

（約２１５人分）
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  ⑦ 療養介護 
   ・ 進行性筋萎縮症者など，医学的管理下での福祉サービスの利用が必

要な障害者が安心して利用できるよう，必要なサービス量を確保して

いきます。 
 
  ○ 療養介護の各年度見込量 

単位：人/月 

サービスの

概要 
医療を要する障害者であって常時介護を要する者に対し，病院等で行

われる機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理のもとでの介護や

日常生活の世話を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ３ ３ ３ ３

 
 
 
  ⑧ 児童デイサービス 
   ・ 療育が必要な障害児は今後も増えることが見込まれることから，サ

ービスを充実していきます。 
 
  ○ 児童デイサービスの各年度見込量 

単位：人日/月 
サービスの

概要 
障害児に対し，通所により日常生活における基本的な動作の指導，集

団生活への適応訓練等を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
３３

（約１５人分）

３７

（約１５人分）

５１ 

（約２０人分） 

５８

（約２５人分）
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  ⑨ 短期入所 
   ・ 在宅での生活を送る介護が必要な障害者は今後も増えると見込まれ

ることから，サービスを充実していきます。 
   
  ○ 短期入所の各年度見込量 

単位：人日/月 

サービスの

概要 
居宅における介護者の疾病等の理由により，介護等が必要な障害者を

障害者支援施設に短期間入所させ，必要な介護を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ６１１ ７４３ ８８９ １，３５９

 
 
（３）居住系サービス 
   居住系サービスの見込量にあたっては，従来の施設入所者やグループホ

ーム，福祉ホーム等の利用者から，国が示した新体系サービスの推計手法

に基づき算出しています。 
 
 
  ① 共同生活援助（グループホーム）・共同生活介護（ケアホーム） 
   ・ グループホーム等の利用を希望する知的障害者や精神障害者は，今

後も増えると見込まれることから，サービスを充実していきます。 
   ・ 施設入所から地域生活に移行する者のうち，グループホーム等への

入居を希望する障害者が安心して入居できるよう，必要なサービス量

を適切に確保していきます。 
 
  ○ 共同生活援助等の各年度見込量 

単位：人/月 
共同生活援助（グループホーム） 
共同生活を営むべき住居において，相談や日常生活上の援助を提供す

る。 
共同生活介護（ケアホーム） 

サービスの

概要 

共同生活を営むべき住居において，入浴，排泄，食事の介護などを提

供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 １４８ １５９ １８２ ２６１



 
 
第４章 介護給付・訓練等給付の実施に関する考え方及びサービス見込量                

 24

  ② 施設入所支援 
   ・ 入所の長期化に伴う利用実態の乖離を解消し，地域移行を進めなが

ら必要な方が利用できるよう，サービスの適切な確保に努めます。 
   ・ なお，新規入所者数よりも地域移行の数が上回る見込みであること

から，入所サービス利用者は将来的に減少していくと見込まれます。 
 
  ○ 施設入所支援の各年度見込量 

単位：人/月 

サービスの

概要 
障害者支援施設に入所している障害者に対し，夜間において，入浴，

排せつ，食事の介護等を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ４３６ ４４３ ４４４ ４０９

 
 
（４）相談支援 
  ・ 在宅での福祉サービス利用者は今後も増えることが見込まれることか

ら，相談支援の利用希望の増加に対応できるよう，必要なサービス量を

適切に確保していきます。 
   
  ○ 相談支援の各年度見込量 

単位：人/月 

サービスの

概要 
自ら障害福祉サービスの利用に関する調整が困難な単身の障害者等で

計画的な支援が必要な者に対し，サービス利用計画の作成等の便宜を

提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量※ ２９ ３５ ４３ ７１

   ※ サービス利用計画の作成見込人数 
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第５章 地域生活支援事業の実施に関する考え方とサービス見込量 

１ 市町村地域生活支援事業のサービス見込量 
  市町村地域生活支援事業のうち，個別給付のサービスについては，過去の

利用実績及び利用の伸びを元に見込量を算出しています。 
 

18 年度 19 年度 20 年度 23 年度 
 

箇 所 利用者 箇 所 利用者 箇 所 利用者 箇 所 利用者

(1)相談支援   

①相談支援事業   

ア 障害者相談支援事業 7 － 8 － 8 － 8 －
 
イ 地域自立支援協議会 0 － 1 － 1 － 1 －

②市町村相談支援機能強化事業 － － － － － － － －

③住宅入居等支援事業 0 － 0 － １ － 1 －

 

④成年後見制度利用支援事業 0 － 1 － 1 － 1 －

(2)コミュニケーション支援事

業 
－ 70 － 74 － 80 － 98

(3)日常生活用具給付等事業  

①介護・訓練支援用具 3 件 3 件 3 件 3 件

②自立生活支援用具 10 件 10 件 10 件 11 件

③在宅療養等支援用具 5 件 5 件 5 件 5 件

④情報・意思疎通支援用具 13 件 13 件 13 件 14 件

⑤排泄管理支援用具 53 件 54 件 56 件 59 件

 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
1 件 1 件 1 件 1 件

29 ヶ所 31 ヶ所 33 ヶ所 39 ヶ所
(4)移動支援事業 

3,036 時間/月 3,841 時間/月 4,505 時間/月 6,497 時間/月

(5)地域活動支援センター  

①基礎的事業 19 ヶ所 19 ヶ所 19 ヶ所 11 ヶ所
 
②機能強化事業 17 ヶ所 17 ヶ所 17 ヶ所 11 ヶ所

(6)福祉ホーム事業 3 ヶ所 3ヶ所 3ヶ所 3 ヶ所

(7)訪問入浴サービス事業 21 人/月 21 人/月 21 人/月 21 人/月

(8)日中一時支援事業  

①日中支援型 80 人/月 85 人/月 89 人/月 103 人/月
 
②放課後支援型 52 人/月 87 人/月 114 人/月 114 人/月
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２ 市町村地域生活支援事業（必須事業）の各事業の実施に関する考え方 
（１）相談支援事業 
   障害児・者やその介護者などからの相談に応じて適切に各種の社会資

源・サービスの利用に結び付けるとともに，地域で安心して普通に暮らす

ことを支えられるよう，宇都宮市ではこれまで「市町村障害者地域生活支

援事業」「障害児地域療育等支援事業」「知的障害者生活支援事業」をまと

めて行う「宇都宮市地域生活支援センター」を市内に４ヶ所設置し，障害

者等からのさまざまな相談に応じてきたところです。 
   また，１８年１０月からは精神障害者を対象とした相談支援事業（旧・

精神障害者地域生活支援センター）を２ヶ所設置したことにより，三障害

それぞれに相談ができる場を提供することが可能となりました。 
   今後は，相談ニーズを見極めながら，三障害全てに対応した相談支援の

あり方を検討していきます。 
 
  ○ 市が行う相談支援事業の各年度の実施見込量 

単位：ヶ所 

サービスの

概要 
障害者等の福祉に関する各般の問題につき，障害者等からの相談に応

じ，必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援

等，必要な支援を行う。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ７ ８ ８ ８

   ※ 相談支援事業者に対して委託して実施する委託相談支援事業・直営による相談支援事業の実施

見込み個所数 
 
 
  ○ 市町村相談支援機能強化事業 
    相談支援の充実強化を図るため，相談支援のあり方の検討と合わせて

資格等を有した専門的職員の配置の必要性を検討していきます。 
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障害者相談支援事業のイメージ 

・サービス利用計画作成・ 
 フォロー支援 
・利用者負担の上限管理

サービス利用計画作成・
フォローの場合 

・認定調査の実施 
・サービス利用意向の聴取

障害程度区分にかかる
認定調査の委託の場合 

・福祉サービス利用援助 
・ピアカウンセリング 
・権利擁護 
・社会生活力の向上 
・社会資源の活用支援 
・専門機関の紹介 

相談支援の主な内容

個別支援会議 

異分野・他職種の協働による支援

総合的な相談支援 

相談支援専門員

市町村相談 
支援機能 
強化事業 

住宅入居等 
支援事業 

(居宅ｻﾎﾟｰﾄ) 

成年後見制 
度利用支援 
事業 

機 

能 

強 

化 

地域生活支援事業 

地域自立支援協議会の運営 

地域自立支援協議会 

行政機関

当事者

企業・ 
就労支援

高齢者介護

相談支援事業者 

子育て支援・学校

保健・医療 

サービス事業者

 ・委託相談支援事業の運営評価
・中立公正性の確保 
・困難事例への対応協議調整 
・ネットワーク構築 
・地域資源の開発改善 
・人材活用 
 （専門的職員・アドバイザー）
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  ○ 住宅入居等支援（居住サポート）事業 
   ・ 障害者が地域で自立しながら安心した生活を送れるよう，また入所

施設や病院等からの地域移行を円滑に進められるよう，住宅入居時の

支援を充実する必要があることから，本市の相談支援のあり方を検討

と併せ，住宅入居に関する支援の方策を検討していきます。 
 

単位：ヶ所 

サービスの

概要 
賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を

希望しているが，保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者

に対し，入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに，家主等への

相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 － － １ １

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅入居等支援事業のイメージ 

利 用 者

一般住宅への入居が困難な状況
にある知的障害者・精神障害者 

地域の支援体制 

福祉サービス事業者 

就労先企業 

医療機関等 

親族等 

居住サポート事業者 
（指定相談支援事業者等）

緊急時等の対応

家主 

入居契約

入居契約 
手続き支援 

必
要
な
調
整

不動産業者 
物件のあっせん依頼

あっせん 市町村 委託

 事業内容
 ○入居支援 
  物件あっせん依頼，入居契約手続き支援 
 ○２４時間支援 
  緊急時等の対応 
 ○地域の支援体制に係る調整 
  関係機関等との連携・調整 
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  ○ 成年後見制度利用支援事業 
   ・ 成年後見制度の活用については，特に判断能力に不安のある知的障

害者や精神障害者の権利擁護にとって必要な支援の一つと考えられる

ことから，相談支援のあり方の検討と合わせて，今後，成年後見制度

の利用に関する支援策を検討していきます。 
 

単位：ヶ所 

サービスの

概要 
成年後見制度の市長申立てを行った際に，申立費用の全部又は一部に

対する助成等を行う。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 － － １ １

 
 
  ○ 地域自立支援協議会 
    市が実施する相談支援事業（以下「委託相談支援事業」）の中立性を確

保し，公正な運営が確保できるよう，市や相談支援事業者などで構成す

る地域自立支援協議会を設置します。 
 

単位：ヶ所 

サービスの

概要 
相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくり

に関し，中核的な役割を果たす市が設置する定期的な協議の場 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 － １ １ １
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地域自立支援協議会の設置の例

・サービス利用に 
つなげる支援 
（サービス利用計画 
作成費） 

基盤整備 
市町村業務 
への支援 

利 用 者 

相談支援事業（委託あり）
（中立・公平性を確保）

相談支援事業（委託なし）

地域自立支援協議会
（市町村または圏域単位）

サービス事業者 

保健・医療 

子育て支援・学校 高齢者介護 

企業・就労支援 

市 

町 

村 

都 道 府 県 

当事者 

行政機関 

・総合的な相談支援 
・サービス利用につなげる支援（サービス利用計画作成費） 
・支給決定事務の一部（アセスメント等） 

委託(直営) 
指定 

委託(直営) 

都道府県
自立支援協議会 

専門・広域的視点 
からの支援 サブ協議会（下部組織） 

※必要に応じて設置 
・権利擁護 等 

・中立・公平性を確保する観点から，相談支援事業の運営評価等を実施 
 （委託で実施する場合には，委託相談支援事業者の運営評価等） 
・具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言 
・地域の関係機関によるネットワーク構築 
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（２）コミュニケーション支援事業 
   聴覚，言語機能その他の障害のため，意思疎通を図ることに支障がある

障害者等に，手話通訳等の方法により障害者等とその他の者の意思疎通を

仲介する手話通訳者等の派遣等を行い，意思疎通の円滑化を図り社会参加

を今後も支援できるよう，サービスを充実していきます。 
 

単位：人/月 

サービスの

概要 
手話通訳者（手話通訳士，手話奉仕員含む），要約筆記者の派遣事業や，

手話通訳者を設置するなど，意思疎通を仲介する事業を行う。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量※ ７０ ７４ ８０ ９８

   ※ 手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業の利用見込み件数 
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（３）日常生活用具給付等事業 
   障害者の日常生活等の質の向上を図り，自立した生活を支援するため，

日常生活用具の給付・貸与を推進していきます。 
 
  ○ 介護・訓練支援用具 

単位：件/月 

サービスの

概要 
・特殊寝台，特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具

・障害児が訓練に用いるいす等のうち，障害者等及び介助者が容易に

使用することができる用具 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ３ ３ ３ ３

 
 
  ○ 自立生活支援用具 

単位：件/月 

サービスの

概要 
入浴補助用具，聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴，

食事，移動等の自立生活を支援する用具 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 １０ １０ １０ １１

 
 
  ○ 在宅療養等支援用具 

単位：件/月 

サービスの

概要 
電気式たん吸引器，盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支

援する用具 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ５ ５ ５ ５

 
     
  ○ 情報・意思疎通支援用具 

単位：件/月 

サービスの

概要 
点字器，人工喉頭その他の障害者等の情報収集，情報伝達，意思疎通

等を支援する用具 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 １３ １３ １３ １４
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  ○ 排泄管理支援用具 
単位：件/月 

サービスの

概要 
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用

品 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ５３ ５４ ５６ ５９

  
    
  ○ 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

単位：件/月 

サービスの

概要 
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって，設置に小規模

な住宅改修を伴うもの 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 １ １ １ １

  
 
（４）移動支援事業 
   介護給付においても行動援護など移動を支援するためのサービスはあり

ますが，対象となる障害程度区分や用途が限定されており，移動支援につ

いては，これら介護給付で対応しきれない障害者の移動ニーズをカバーす

るものとして，今後とも事業を推進していきます。 
 
  ○ 移動支援の各年度見込量 

単位：ヶ所（上段）・時間/月（下段） 

サービスの

概要 
屋外での移動が困難な障害者等について，社会生活上必要不可欠な外

出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

２９ ３１ ３３ ３９

見込量 
３，０３６

（約２００人分）

３，８４１

（約２５５人分）

４，５０５ 

（約３００人分） 

６，４９７

（約４３０人分）
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（５）地域活動支援センター事業 
  ・ 介護給付や訓練等給付以外の福祉ニーズにも柔軟に対応できる施設と

して，一定の地域活動支援センターを確保していきます。 
  ・ これまで障害者の日中活動を長い間支えてきた法定外の小規模作業所

等で当該地域活動支援センターに移行した施設について，今後，就労継

続支援や生活介護などの障害福祉サービスを提供する施設への移行を積

極的に支援していきます。 
 

単位：ヶ所 
サービスの

概要 
障害者等を通わせ，地域の実情に応じ，創作的活動又は生産活動の機

会の提供，社会との交流の促進等の便宜を供与する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 

（基礎事業） 
１９ １９ １９ １１

見込量 

（強化事業） 
１７ １７ １７ １１
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３ 市町村地域生活支援事業（任意事業）の実施に関する考え方 
（１）福祉ホーム事業 
   身体上や精神上の障害のために家庭において日常生活を営むのに支障の

ある障害者等に対し，日常生活に適する居室などの設備を持ち，必要な便

宜を提供する福祉ホームを確保していきます。 
 

単位：ヶ所 
サービスの

概要 
障害者に対し，低額な料金で，居室等を提供するとともに，日常生活

に必要な便宜を供与する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ３ ３ ３ ３

 
 
（２）訪問入浴サービス事業 
   地域における身体障害者の生活支援策の一つとして，施設通所による入

浴や自宅での入浴が困難な障害者の身体の清潔を保持し，心身機能の維持

等を図るため，訪問入浴サービスを今後とも実施していきます。 
   

単位：人/月 

サービスの

概要 
障害者の居宅を訪問し，浴槽を提供して行われる入浴の介護及び移動

浴槽車の派遣による入浴を提供する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 ２１ ２１ ２１ ２１

 
 
（３）知的障害者職親委託事業 
   知的障害者の自立更生を図るため，知的障害者職親委託事業を実施しま

す。 
 
 
（４）生活支援事業 
   障害者等に対し，日常生活上必要な訓練・指導等，本人活動支援などを

行うことにより，生活の質的向上を図り，社会復帰を促進することを目的

として，精神障害者及びその家族等の団体が行うボランティア活動に対す

る支援を行うなど，生活支援事業を実施していきます。 
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（５）日中一時支援事業 
障害者等の家族の休息の確保等を目的として，今後も日中一時支援事業を

推進していきます。 
また，従来から市単独事業として実施してきた，特別支援学校等における

障害児育成支援事業についても，日中一時支援事業の一形態として同事業に

統合したうえで，今後ともサービスを充実していきます。 
 

単位：人/月 

サービスの

概要 
（日中支援型） 
障害者施設において，障害者等に対して一時的な活動の場を提供する

とともに，家族の一時的な休息等を確保する。 
（放課後支援型） 
障害者施設や特別支援学校等において，特別支援学校等に就学してい

る障害児に対して一時的な活動の場を提供するとともに，家族の一時

的な休息等を確保する。 
年 度 平成１８年度見込 平成１９年度見込 平成２０年度見込 平成２３年度見込

見込量 
(日中支援型) 

８０ ８５ ８９ １０３

見込量 
放課後 
支援型 

５２ ８７ １１４ １１４

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期入所の日中預かり利用 

障害児放課後育成支援事業 
（市独自事業） 

宇都宮市日中一時支援事業 
 ・日中支援型 
 ・放課後支援型 

※本市の日中一時支援事業 
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（６）社会参加促進事業 
   障害者等の社会参加を促進するため，以下の事業を行います。 
 
  ○ ふれあいスポーツ大会の開催 
    障害者がスポーツを通して体力の維持増強を図り，交流を深めるとと

もに積極的な社会参加の促進を図るため「うつのみやふれあいスポーツ

大会」を開催します。 
 
○ ふれあい文化祭の開催 
    障害者の文化的な発表の場を設けることにより，障害者の社会参加を

促進し，市民の間に広く障害者の文化活動や福祉についての理解を深め

るため「うつのみやふれあい文化祭」を開催します。 
 
  ○ 点字広報・声の広報の発行 
    視覚・聴覚障害者が，自立した生活を送るために必要となる情報を入

手できるよう，点字広報・声の広報の発行を通じて情報提供を充実して

いきます。 
 
  ○ 奉仕員養成研修の実施 
    障害者の円滑な行動と積極的な社会活動を支援するため，視覚障害者

や聴覚障害者などの情報取得の能力的制限を補う手段を取得した奉仕員

の養成を実施します。 
 
サービスの

概要 
要約筆記奉仕員，音訳奉仕員，点訳奉仕員，手話奉仕員の養成講座の

実施 
 
 
  ○ 自動車運転免許取得・改造助成事業 
    身体障害者の日常生活や社会生活の範囲を拡大し，社会参加や就労等

を支援するため，自動車運転免許の取得や身体障害者向けの改造費用に

対する助成を行います。 
 
サービスの

概要 
・身体障害者向けに自動車を改造する場合の費用の一部助成 
・身体障害者が自動車運転免許を取得する際の費用の一部助成 
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第６章 サービス見込量の確保策 
（１）全体的な取組み 
   地域移行等を進めるとともに，障害福祉サービスの見込量を適切に確保

していくためには，障害者等の理解や事業者の確保が重要であることから

次のような取組みを行います。 
   ・ 本計画内容の周知・啓発 
 
（２）障害者の就労の促進 
就労支援サービスを充実し，見込量を確保するため，県が設置する障害者

生活・就労センターや国の労働局（ハローワーク）等とも連携したうえで，

障害者の就労を振興するために必要な市としての支援策を実施・拡充します。 
・ 就労相談員の設置 
・ 授産品の販売事業に対する支援 
・ ＢＤＦ事業（廃食用油の再資源化事業）の一部授産事業化の実施 
 

（３）居住系サービス（グループホーム，ケアホーム）の充実 
地域移行を進めるにあたっては居住の場の充実が重要となることから，

地域での障害者の暮らしの基盤を整備するため，グループホームやケアホ

ームを整備する社会福祉法人等への支援を充実していきます。 
   ・ グループホーム，ケアホーム整備補助の拡充（ただし県の障害者自

立支援特別対策事業の補助対象品目は除く） 
 
（４）地域生活支援事業 
 ① 地域活動支援センター事業 
地域活動支援センター事業については，介護給付や訓練等給付と同様に，

報酬の日額化を行うことから，法人等が安心して同事業を運営できるよう

な支援策を導入し，同事業の確保に努めます。 
   ・ 地域活動支援センター事業報酬に対する激変緩和措置の導入 
 
  ② 日中一時支援事業（放課後支援型） 
    日中一時支援事業（放課後支援型）については利用のニーズが高いこ

とから，サービスを充実していくため，日中一時支援事業を提供できる

特別支援学校や障害者施設等の確保に努めます。 
   ・ 特別支援学校など日中一時支援事業（放課後支援型）の実施場所の

拡充 
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第７章 計画の推進に向けて 
 本計画の理念でもある地域移行の推進や障害者の就労を支援し，計画的な施

策の推進により障害者のニーズへの対応が着実に図れるよう，次のとおり推進

体制を整えます。 
 
（１）計画の公表 
   計画の推進にあたって市民や企業の理解と協力が得られるよう，ホーム

ページへの掲載をはじめ，あらゆる機会を通じて計画の周知を図ります。 
    
（２）自立支援協議会の設置 
障害者の自己選択・自己決定を尊重し，障害者の権利擁護の推進や生活支

援を充実していくため，行政と関係機関，相談支援事業者等で構成する地域

自立支援協議会を設置し，相談支援の質の向上等に努めます。 
 

（３）地域資源・関係機関との連携 
   障害者の地域への移行や地域での安心した生活を支援するためには，地

域住民（市民や企業）の理解や協力が必要不可欠です。このため，地域住

民の理解や協力を得られるよう，地域資源（障害者福祉に関するボランテ

ィアや障害者福祉に関心のある企業等）や関係機関（他の行政機関，民生

委員，身体障害者相談員，知的障害者相談員等）との連携を強化していき

ます。 
 
（４）計画の進行管理と検証 
   宇都宮市社会福祉審議会において計画の進捗状況を検証・評価したうえ

で，今期の計画の評価をもとに，必要な市の対策を次期計画に反映してい

きます。 
 
（５）関係部局との連携 
   障害者の自立を総合的に支援していくため，行政分野を横断する包括的

な取組みができるよう，庁内の関係部局と連携を図ります。  
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障害者自立支援法とは 

１ 障害者自立支援法の理念と概要 
障害福祉サービスについては，福祉構造改革の流れを受けて，平成15年度

に支援費制度が導入され，これまでの措置制度から契約制度への移行が図られ

ました。 

しかし，支援費制度の導入度も依然として以下のような問題がありました。 

  

 ① 全国的なサービス水準の格差の存在 

  ② 支援費制度の対象外となっていた精神障害者への対応の必要性 

  ③ 福祉サービス利用者の急増と，それに伴う財源的な負担・不安の拡大 

（国の費用負担は予算の範囲内での補助） 

  ④ 施設入所者の入所期間の長期化に伴う利用実態と本来の施設機能との

乖離（長期入院中の精神障害者にも同様の課題） 

⑤ 障害者の就労支援の強化の必要性 
 
 これらの問題を解決するため，障害者自立支援法では次のような考え方に基づ

き事業や制度が整備されています。 
 
 ① ３障害（身体・知的・精神）の制度の統一 
   障害の種別にかかわらず，必要とするサービスを利用できるよう，サー

ビスを利用するための仕組みを一元化し，施設・事業を再編しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体障害者福祉法のうち･･･ 
・支援費制度（居宅・施設サービス） 
・更生医療 ・補装具，日常生活用具 
・福祉ホーム 等 

知的障害者福祉法のうち･･･ 
・支援費制度（居宅・施設サービス）等 

児童福祉法のうち･･･ 
・支援費制度（居宅サービス） 
・育成医療 ・補装具，日常生活用具 等 

・福祉サービス（居宅・施設サービス） 
・精神通院医療 等 

精神保健福祉法のうち･･･ 

障害者自立支援法のサービス体系 

障害福祉サービス（訪問系・施設系）

・介護給付，訓練等給付 

自立支援医療 
・更生医療，育成医療，精神通院医療

補装具（車いす等）

地域生活支援事業 
・相談支援，日常生活用具，移動支援 
コミュニケーション支援（手話通訳者

派遣等），地域活動支援センター 等 

自
立
支
援
給
付
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 ② 実施主体の市町村への一元化 
   これまで都道府県が提供してきた精神障害者に対するサービスなども含

め，住民に身近な市町村が一元的にサービスを提供することとなりました。 
 
 ③ 制度を持続させるための財源の安定化とサービスの計画的な充実 
   サービスを利用する人々も制度を支える主体として利用と所得に応じた

負担を行うとともに，国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うこと

をルール化して財源を確保するとともに，必要なサービスを計画的（＝こ

の計画が相当します）に充実させていきます。 
 
 ④ 就労支援の抜本的強化 
   福祉政策と雇用政策が連携し，障害者の就労を抜本的に強化していきま

す。 
 
 ⑤ 支給決定の仕組みの透明化，明確化 
   障害の種別や利用するサービスにかかわらず，サービスの必要性を客観

的に判断する障害程度区分を導入し，障害者の保健や福祉の学識経験者で

構成する審査会で判定することで，支給決定の仕組みを透明化していきま

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護給付（ホームヘルプや施設での介護などのサービス）の利用までの流れ 

申 

請

訪
問
調
査

医師の
意見書 

障害程度
区分審査会 

障
害
程
度
区
分
の
認
定

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向

サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定

利
用
開
始

訓練等給付（通所や訪問による自立訓練や就労訓練などのサービス）の利用までの流れ 

申 

請

訪
問
等
に
よ
る
調
査 

・
利
用
意
向
の
聴
取 

試
行
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

利
用 

（
暫
定
支
給
決
定
） 

利
用
開
始

サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定 

（
本
支
給
決
定
） 

 一定期間利用後に利用
意思やサービスが適切

かどうかを確認 
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２ 障害者自立支援法の事業体系 

 ・ 障害者自立支援法においては，全国共通の自立支援給付と地域特性や障

害者の状況に応じて柔軟に設定できる地域生活支援事業に分けられていま

す。 
 ・ 自立支援給付には障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）と自立支

援医療，補装具があります。 
 ・ 地域生活支援事業は市町村の行う事業と都道府県の行う事業があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
●居宅介護（ホームヘルプ） 
●重度訪問介護 
●行動援護 
●重度障害者等包括支援 
●児童デイサービス 
●短期入所（ショートステイ） 
●療養介護 
●生活介護 
●施設入所支援 
●共同生活介護（ケアホーム） 

介護給付  
 
●自立訓練 
●就労移行支援 
●就労継続支援 
●共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

訓練等給付 

 
 
● 更生医療 
● 育成医療 
● 精神通院医療 

自立支援医療 

自立支援給付 

補装具 

障
害
者
・
児

 
地域生活支援事業 

 
 
●相談支援 
●コミュニケーション支援 
●日常生活用具の給付または貸与 
●移動支援 
●地域活動支援センター 

必須事業  
●福祉ホーム ●訪問入浴サービス 
●生活支援事業 ●社会参加促進事業 
●日中一時支援事業  
●生活サポート事業 
●その他の事業 

任意事業 

市町村事業 

 
●専門性の高い相談支援（発達障害者支援センター，障害者就業・生活支援センター等） 
●広域的な対応が必要な事業（相談支援アドバイス，精神障害者退院促進等） 
●人材育成（支援者，指導者等） 

都道府県事業 支援
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（１）自立支援給付の体系とサービス内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付

介 

護 

給 

付 

・居宅介護
・重度訪問介護 
・行動援護 
・療養介護 
・生活介護 
・児童デイサービス 
・短期入所（ショートステイ） 
・重度障害者等包括支援 
・共同生活介護（ケアホーム） 
・施設入所支援 

訓
練
等
給
付

・自立訓練 
・就労移行支援 
・就労継続支援 
・共同生活援助（グループホーム） 

自立支援医療費 
・更生医療
・育成医療 
・精神通院医療 

補装具 

その他の給付 
・サービス利用計画作成費
・高額障害福祉サービス費 
・療養介護医療費 等 

自 

立 

支 

援 

給 

付 
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  サービスの種類 内 容 等 

居宅介護 

障害者等の居宅にヘルパーが訪問し，入浴，排せつ，食事な

どの介護や調理，選択，掃除などの家事援助などを行うサー

ビス 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者などの居宅に訪問し，入浴，排せつなど

の介護や，外出中の介護を総合的に提供するサービス 

行動援護 

知的障害や精神障害により行動上の問題を有する障害者等

に対し，危険回避のための援護や移動中の介護，排せつ，食

事などの介護などを提供するサービス 

療養介護 

進行性筋萎縮症者などの障害者等で医療機関に入院してい

る者に対し，機能訓練や医学的管理のもとでの介護，日常生

活の世話などを提供するサービス 

生活介護 
障害者支援施設（旧療護施設等）で，身体の介護や創作的活

動，生産活動などを提供するサービス 

児童デイサービス 
通所により必要な療育（基本的な動作指導，集団生活への適

応訓練など）を提供するサービス 

短期入所 

（ショートステイ） 

介護者の疾病などの理由で障害者等の介護ができない場合

に，障害者支援施設などに短期間入所し必要な介護を提供す

るサービス 

重度障害者等包括支

援 

重度の全身性障害者などの障害者等に，居宅介護，行動援護，

通所サービス，短期入所などを包括的に提供するサービス 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

常時介護を有する障害者に対し，共同生活を営む住宅で，入

浴，排せつ，食事の介護を提供する。ケア付きグループホー

ム 

介 

護 

給 

付 

施設入所支援 

施設入所している障害者に，夜間における入浴等の介護を提

供するサービス。従来の施設入所サービスから夜間部分が独

立したもの。訓練等給付でも利用できるが，単独利用不可。

自立訓練 

有期限で通所・訪問による訓練を行うサービス。身体障害者

向けの機能訓練（標準利用期間１８ヶ月）と知的・精神障害

者向けの生活訓練（同２４ヶ月）がある。 

就労移行支援 

有期限で一般就労に向けた訓練（標準利用期間２４ヶ月）を

行う。６５歳未満の障害者が対象。基礎的な訓練から，職場

見学，トライアル雇用まで一貫して提供する。 

就労継続支援 

一般就労が困難な者に対して，福祉的就労の機会を提供す

る。雇用契約を結ぶ「Ａ型」と雇用契約の無い「Ｂ型」があ

る。 

訓 

練 

等 

給 

付 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居に世話人をおき，入居者に対して必要な

世話を行う。知的・精神障害者が利用できる。 

更生医療 
身体障害者が受けた，障害の除去等を目的とした医療の自己

負担額に対する助成 

育成医療 
身体障害児が受けた，障害の除去等を目的とした医療の自己

負担額に対する助成 

自
立
支
援
医
療 精神通院医療 

特定の精神疾患の治療を受けた場合の医療の自己負担額に

対する助成 

自 

立 

支 

援 

給 

付 

補装具 車椅子などの補装具の購入・修理に要する費用の給付 
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（２）地域生活支援事業の体系とサービス内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
町
村
地
域
生
活
支
援
事
業 

必 

須 

事 

業 

・相談支援
・コミュニケーション支援 
・日常生活用具給付等 
・移動支援 
・地域活動支援センター 

任 

意 

事 

業 

・福祉ホーム
・盲人ホーム 
・訪問入浴サービス 
・身体障害者自立支援事業 
・重度障害者在宅就労促進特別事業 
 （バーチャル工房支援事業） 
・更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 
・知的障害者職親委託 
・生活支援事業 
・日中一時支援 
・生活サポート 
・社会参加促進事業 
・経過的デイサービス事業 
・経過的精神地域生活支援センター事業 

都
道
府
県
地
域
生
活
支
援
事
業 

・発達障害者支援センター運営事業 
・障害者就業・生活支援センター事業 
・高次脳機能障害支援普及事業 
・障害児等療育支援事業 
・都道府県相談支援体制整備事業 
・精神障害者退院促進支援事業 
・障害程度区分認定調査員等研修事業 
・相談支援従事者研修事業 
・サービス管理責任者研修事業 
・居宅介護従事者等養成研修事業 
・手話通訳者養成研修事業 
・盲ろう者通訳・介助員養成研修事業 
・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 
・音声機能障害者発生訓練指導者養成事業 
・福祉ホーム事業 
・盲人ホーム事業 
・重度障害者在宅就労促進特別事業 
 （バーチャル工房支援事業） 
・施設外授産の活用による就職促進事業 
・重度障害者に係る市町村特別支援事業 
・生活訓練事業 
・情報支援等事業 
・障害者ＩＴ総合推進事業 
・社会参加促進事業 

地 

域 

生 

活 

支 

援 

事 

業 
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  サービスの種類 内 容 等 

相談支援 
障害者等からの相談に応じ，必要な情報提供や権利擁護のた

めの必要な援助の提供 

コミュニケーション

支援 

聴覚・言語障害等，意思疎通に支障がある障害者等に，手話

通訳者・要約筆記者等を派遣するサービス 

日常生活用具給付等 
障害者に対し，日常生活用具等の給付及び貸与を行うサービ

ス 

移動支援 
屋外での移動が困難な障害者等に対する，外出のための支援

を提供するサービス 

必 

須 

事 

業 

地域活動支援セン

ター 

障害者等に対し，通所により創作的活動や生産活動の提供，

交流等の促進や入浴などを提供するサービス。 

福祉ホーム 
住居を求めている障害者に対し低額な料金で住居を提供し，

併せて日常生活に必要な便宜を提供するサービス 

盲人ホーム 
あんま鍼灸師の資格を持つ視覚障害者に対する必要な技術指

導を行う施設の設置 

訪問入浴サービス 訪問により居宅において入浴サービスを提供するサービス 

身体障害者自立支援

事業 

身体障害者向け公営住宅，福祉ホーム等に居住している身体

障害者に対し，ケアグループによる介助サービスを提供する

サービス 

重度障害者在宅就労促

進特別事業（バーチャ

ル工房支援事業） 

在宅の障害者に対して，情報機器やインターネットを活用し，

在宅等で就労するための訓練等の支援を行うサービス 

更生訓練費・施設入

所者就職支度金給付

事業 

更生訓練費：就労移行支援等を利用している障害者で利用者

負担の生じない者に対する更生訓練費の支給 

施設入所者就職支度金：就職又は自営により施設を退所する

こととなった障害者に対する支度金の給付 

知的障害者職親委託 
職親として登録した者に知的障害者を一定期間預け，生活指

導及び技能習得等を行う。 

生活支援事業 
障害者等に対し，日常生活上必要な訓練・指導等，本人活動

支援を提供する。 

日中一時支援事業 

障害者等の日中における活動の場を確保し，障害者等の家族

の就労支援及び家族の一時的な休息を確保するためのサービ

ス 

生活サポート事業 
介護給付支給決定者以外の者に対し，ホームヘルパーによる

生活支援・家事援助を提供するサービス 

社会参加促進事業 
スポーツ・芸術文化活動等を行い，障害者の社会参加を促進

する。 

経過的 

デイサービス事業 

地域活動支援センター等への移行が困難なデイサービス事業

者に対する経過的措置（１８年度のみの事業） 

市 

町 

村 

地 

域 

生 

活 

支 

援 

事 

業  

任 
意 

事 

業 

経過的精神地域生活支

援センター事業 

地域活動支援センター等への移行が困難な精神地域生活支援

センターに対する経過的措置（１８年度のみの事業） 
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策 定 体 制 
（１）庁内策定体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇都宮市障害福祉計画策定委員会設置要綱 
（趣旨） 
第１条 障害者自立支援法第８８条第１項に基づく障害福祉計画（以下「計画」）を策定するため，宇

都宮市障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」）を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 委員会の所掌事務は，次のとおりとする。 
 （１） 計画の策定に関すること 
 （２） その他計画の策定に関して必要な事項に関すること 

（組織） 
第３条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 
２ 委員長には保健福祉部次長を，副委員長には保健福祉部次長（保健衛生担当）をもって充てる。 
３ 委員には別表１に掲げる者をもって充てる。 
４ 委員長は委員会を総理する。 
５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 
６ 委員長は，必要に応じ，別表１に掲げる者以外の者を臨時委員に充てることができる。 

（会議） 
第４条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 
２ 別表１に掲げる者のうち，下線の付されている者については，審議内容に応じて出席を求めるも

のとする。 
３ 委員会は，必要に応じ，会議に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

（策定作業部会） 
第５条 第２条に規定する所掌事務についての調査研究及び連絡調整を行うため，委員会に策定作業

部会を置く。 
２ 策定作業部会は部会長，副部会長及び部会員をもって組織する。 
３ 部会長には障害福祉課長補佐を，副部会長には保健所保健予防課長補佐をもって充てる。 
４ 部会員は別表２に掲げる課・室の職員のうち，当該課・室長が指名する者をもって組織する。 
５ 部会長及び副部会長の職務，並びに作業部会の会議については，第３条第４項，第５項，第４条

第１項及び第３項を準用する。 
６ 別表２に掲げる課・室長が指名する者のうち，下線の付されている課・室長が指名する者の招集

については，第４条第２項を準用する。 

（庶務） 
第６条 委員会及び作業部会に関する庶務は，障害福祉課において処理する。 

（補足） 
第７条 この要領に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委員長が別に定める。 

この要領は，平成１８年７月５日から施行する。 

別表１（第３条関係） 
 
 
別表２（第５条関係） 

 
 

財政課長，政策審議室長，保健福祉総務課長，高齢福祉課長，障害福祉課長，児童福祉課長，
保健所保健予防課長，商工振興課長，教育センター長 

政策審議室，保健福祉総務課，高齢福祉課，児童福祉課，商工振興課，教育センター 
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（２）社会福祉審議会 
  ① 開催経過 
  〈全体会〉 
回 開催日 協議内容 
第１回 平成１８年 ８月２１日 ・（仮称）第１期宇都宮市障害福祉サービス

計画の策定について（報告） 
 
 
 
〈障害者福祉専門分科会〉 
回 開催日 協議内容 
第１回 平成１８年 ８月 ９日 ・計画の策定について 

・今後のスケジュールについて 
第２回 平成１９年 １月２４日 ・地域移行等に関する目標値について 

・介護給付等の実施及びサービス見込 
量について 
・地域生活支援事業の実施及びサービ 
ス見込量について 

第３回 平成１９年 ２月１５日 ・サービス見込量の確保策について 
・計画の素案について 

第４回 平成１９年 ３月２２日 ・提言書（案）について 
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  ② 委員名簿 
〈市社会福祉審議会名簿〉 

（平成 18年 8月 21日現在） 
 団体名称等 役職等 氏  名 

１ 宇都宮市議会議員  杵 渕  広 

２ 宇都宮市議会議員  福 田 久 美 子 

３ 宇都宮市議会議員  大 竹 清 作 

４ 宇都宮市議会議員  工 藤 正 志 

５ 宇都宮市母子寡婦福祉連合会 会 長 安 納 ミ ヤ 子 

６ 栃木県老人福祉施設協議会 理 事 岩 崎 正 日 登 

７ 宇都宮市民間保育園園長会 副会長 直 井 克 仁 

８ 栃木県知的障害者育成会宇都宮支部 支部長 加 藤 佳 子 

９ 宇都宮地区精神障害者援護会 理 事 亀 山 武 昭 

１０ 栃木県中央児童相談所 所 長 齋 藤 誠 一 

１１ 宇都宮市民生委員児童委員協議会 理 事 笹 野 美 江 子 

１２ 宇都宮市老人クラブ連合会 会 長 佐 藤 六 夫 

１３ 宇都宮介護者の会  三 條 安 子 

１４ 宇都宮市民生委員児童委員協議会 会 長 瀬 尾 充 男 

１５ 精神障害者社会復帰施設連絡協議会  関 口 吉 弘 

１６ 宇都宮市居宅介護事業者連絡協議会 会 長 高 橋 秀 春 

１７ 宇都宮地区懇談会  直 井 修 一 

１８ 栃木県在宅介護支援センター協議会 会 長 浜 野  修 

１９ 宇都宮市社会福祉協議会 会 長 藤 井  清 

２０ 宇都宮市障害者福祉会連合会 会 長 麦 倉 仁 巳 

２１ ハートフィールド 施設長 山 村 達 夫 

２２ 宇都宮大学教育学部 教 授 池 本 喜 代 正 

２３ 宇都宮地区幼稚園連合会 会 長 石 嶋  勇 

２４ 宇都宮市子どもの家連合会 会 長 今 井 恭 男 

２５ 宇都宮市小学校長会 厚生部長 内 田 貞 子 

２６ 獨協医科大学 名誉教授 大 森 健 一 

２７ 宇都宮市医師会 副会長 大 和 田 恒 夫 

２８ 宇都宮市青少年育成市民会議 会 長 鎌 倉 三 郎 

２９ (株)下野新聞社 総務局長 蕪 木 信 一 

３０ 栃木県看護協会 会 長 鯉 淵 タ ツ ノ 

３１ 宇都宮市歯科医師会 会 長 小 林  豊 

３２ 宇都宮市歯科医師会 理 事 土 沢 一 実 

３３ 宇都宮市医師会 理 事 佐 藤 和 子 

３４ 宇都宮市女性団体連絡協議会 会 長 添 田 包 子 

３５ 宇都宮市医師会 理 事 高 橋 邦 生 

３６ 作新学院大学 教 授 伊 達 悦 子 

３７ 宇都宮市自治会連合会 副会長 靏 蒔 邦 博 

３８ 栃木労働局雇用均等室 室 長 本 間 直 子 

３９ 宇都宮ボランティア協会 会 長 松 本 カ ネ 子 

４０ 宇都宮市民生委員児童委員協議会 元理事 南  三 代 治 

４１ 宇都宮保護区保護司会 副会長 森 山 公 子 
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〈障害者福祉専門分科会名簿〉 
区 分 所 属 団 体 ・ 役 職 氏 名 備 考 

１ 議 宇都宮市議会 大竹 清作  

２ 学 
栃木県知的障害者育成会 

宇都宮支部 
支部長 加藤 佳子  

３ 学 
宇都宮市民生委員児童委員 

協議会 
理 事 笹野 美江子  

４ 学 精神障害者社会復帰施設連絡会 関口 吉弘  

５ 福 宇都宮地区懇談会 直井 修一  

６ 学 宇都宮地区精神障害者援護会 理 事 亀山 武昭  

７ 学 宇都宮市障害者福祉会連合会 会 長 麦倉 仁巳  

８ 学 ハートフィールド 施設長 山村 達夫  

９ 学 宇都宮大学教育学部 教 授 池本 喜代正  

１０ 学 宇都宮市医師会 副会長 大和田 恒夫  

１１ 学 下野新聞社 総務局長 蕪木 信一  

１２ 学 宇都宮市歯科医師会 会 長 小林  豊  

１３ 学 宇都宮公共職業安定所 
主任就職 

促進指導官
遠藤 芳孝 臨時委員 

１４ 公 市民の代表 平野 悦子  公募 

１５ 公 市民の代表 寺内  誠 公募 
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社会福祉審議会からの提言 
 
 
 
 

第１期宇都宮市障害福祉サービス計画 
 
 
 

提 言 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１９年３月２６日 
宇都宮市社会福祉審議会 
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１．提言にあたって 
  当審議会障害者福祉専門分科会（以下「当分科会」）は，市が障害者自立支

援法（平成 17年法律第 123号）に基づく市町村障害福祉計画を策定するにあ
たり，専門的な見地から意見を提言するものである。 
   
  当分科会は，平成１８年８月９日の平成１８年度第１回会議以降，４回の

会議を開催し，様々な議論を重ねてきたところである。 
 
  障害者自立支援法は，支援費制度時代に障害の分野ごとに個別に整備され

てきたサービスを統合し，支援費制度の対象外となっていた精神障害者も含

めた共通の制度基盤を構築するとともに，障害者の保健や福祉の学識経験者

等で構成される市町村審査会の導入など，支給決定の仕組みの公平性・透明

性の向上，サービス提供主体の市町村への一元化など，障害者の福祉制度を

抜本的に変更するとともに，施設入所者の地域移行の推進や精神障害者の社

会的入院を解消するための各種施策の実施，一般就労を促進するための新た

なサービスの導入など，障害者の自立と安心した暮らしを支援する様々な工

夫が盛り込まれており，自立支援法が持つ理念については障害者の一層の自

立を進めるにあたり相応しいものであると言える。 
  しかし，一方では，制度の持続を目的にした利用者負担への定率負担の導

入に対して障害者団体等からの抗議も相次いでいるとともに，制度が大きく

変わったことによる利用者や事業者への影響も指摘されているところであり，

計画策定の際にもこのような障害福祉施策を取り巻く現状を十分に踏まえる

とともに，今後も利用動向や事業者の経営状況，さらには福祉を担う人材の

確保の状況などを注視し，計画の推進と併せて市の独自施策を検討していく

必要がある。 
  また，施設入所者の地域移行等を着実に推進するため，市町村障害福祉計

画の策定時に盛り込む数値目標の考え方が国の基本指針により示されている

ところであり，本市としてもこの考え方を基本とすべきではあるものの，現

状から推察するに実際の地域移行等の推進には相当の困難が伴うものと考え

ている。 
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このようなことから，計画を策定するにあたっては国の基本指針を踏まえ

ながらも，利用者の現状や本市の地域特性等を十分に考慮し，より当事者の

視点に立った計画を策定することが求められる。 
 
  当分科会は，このような認識のもとに，この提言をまとめたところである。

市においては，市町村障害福祉計画を策定するにあたり，この提言の趣旨を

十分に反映させ，計画を推進するにあたり，当計画が障害者の自立をこれま

で以上に支援できるよう，各種の施策や事業を総合的かつ効果的に実施して

いくことを期待するものである。 
  
２．計画について 
（１）施設入所者の地域移行等の目標値について 
  ・ 地域移行という理念については障害者本人の自立を支援する観点から

賛同するものであるが拙速に進めるべきものではなく，身近な地域で暮

らすために必要な社会資源等が充実せず，地域での暮らしを支援するた

めの方法が不明ななかでは，「入所施設を退所しなれければならない」と

いう情報だけが一人歩きをすることで，施設入所者の不安をあおり，地

域生活への移行を逆に阻害する可能性もあるため，入所者に対する情報

提供を確実に実施するとともに，安心して地域生活への移行が図れる仕

組みの構築や地域社会の理解と協力の促進を行政として着実に実施する

なかで地域移行を進めることが必要である。 
 
  ・ 精神障害者の社会的入院の解消を進めるにあたっても，施設入所者の

地域移行と同様に地域での生活を支援する仕組みの構築が大きな問題で

あるが，さらに，精神障害者の特性に応じた支援の出来るサービス事業

者の少なさも課題と言える。自立支援法施行後は徐々に精神障害者への

サービス提供が可能な事業者も増えてきているが，事業者の不足が原因

となって社会的入院の解消が阻害されることのないよう，事業者の動向

を注視し，さらなる事業者確保策を検討していくことが必要である。 
    また，精神障害者の社会的入院の解消についても，地域での生活を支

援する仕組みの構築のほか，精神障害者に対する地域の理解と協力を得
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るための取組みを充実していくことが必要である。 
 
  ・ 福祉施設からの一般就労については，「一般就労が困難だから福祉的就

労に就いている」という実態をよく把握し，一般就労の促進だけでなく，

福祉的就労のさらなる充実と併せ，障害者の働く場の全体的な拡充に繋

がるよう，トータルな視点で必要な施策を整備していくことが必要であ

る。 
 
（２）介護給付・訓練等給付の実施及びサービス見込量について 
  ・ 見込んでいるサービス量を適切に確保していけるよう，市においても

事業者の動向を把握したうえで計画の見込量を確保する取組みを引き続

き実施することが必要である。 
   
  ・ 重度障害者に対するサービスが個別に制度化されたことから，重度障

害者の特性を十分に理解し，生活を支援できるように制度を活用するこ

とが必要である。 
 
（３）地域生活支援事業の実施及びサービス見込量について 
  ・ 市町村地域生活支援事業については市町村の裁量により制度を柔軟に

設計できることから，重度障害者や重複障害者，医療的ケアの必要な障

害者など，少数であっても既存の事業では十分な生活支援が困難である

障害者に対しても適切な支援が行えるような制度を目指し，計画的に確

保していくことが必要である。 
 
  ・ 相談支援については，障害者が気軽に，いつでも相談ができるよう，

関係機関とも連携しながら，必要な体制の充実を図ることが必要である。 
 
  ・ 地域活動支援センターに移行した法定外の小規模作業所のなかには，

一般住宅等を賃借してサービスを提供しているために運営規模の拡大が

困難な施設もあることから，地域活動支援センター等に移行した作業所

の運営動向については特に慎重に見守り，必要があれば市独自の運営支
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援策を実施することが必要である。 
    また，特に精神障害者を対象にした地域活動支援センターについては，

障害の特性から利用動向の推測が困難であることから，地域活動支援セ

ンターの運営に対して特段の配慮を希望する。 
 
  ・ 日中一時支援事業を拡充していく市の方針については賛同を示すもの

であるが，利用対象についての見直しなど，制度の内容についても利用

者の立場やニーズを踏まえた検討を今後とも進めることが必要である。 
 
  ・ 判断能力に不安のある障害者でも安心して地域で暮らすことのできる

よう，成年後見制度利用支援事業の実施など，障害者の権利擁護施策の

一層の充実に努めることが必要である。 
 
  ・ 社会的自立を促進させるため，日常的な支援やスポーツ・文化活動へ

の支援も積極的に行うことが必要である。 
 
（４）サービス見込量の確保策について 
  ・ 全体として市独自の取組みが少なく感じることから，「やさしさをはぐ

くむ福祉のまち」を目指す本市に住んでいて良かったと感じるよう，今

後も市として必要な施策を見極めたうえで，独自の施策を展開していく

ことが必要である。 
 
（５）計画の推進にあたって配慮すべき事項について 
・ 障害者の自立を支援するためには，行政が単独で施策を展開するだけ 
では不十分であり，障害者の施策に関わるさまざまな主体との連携が必

要不可欠である。 
このような認識のもと，地域自立支援協議会の設置にあたっては，事業

者や障害者団体，他の機関をメンバーに加え，関係機関の協働と連携のう

えで施策を進めることが必要である。 
 
  ・ 障害者自立支援法により，制度上は様々な障害者に対する制度が統合
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されたが，その実施にあたっては各障害の特性を十分に配慮して行うこ

とが必要である。 
 
３．計画に対する提言のほか，市として今後配慮すべきことについて 
 ・ 第２期計画を策定するにあたっては，利用者の制度の活用や事業者の新

体系への移行なども進むことから，利用者のニーズ調査やサービス供給側

の実態把握などについて，より綿密な調査を実施するとともに，今後設置

する地域自立支援協議会の活用なども含め，事業者や障害者団体等の意見

を計画の策定時に取り込み，市の独自性をさらに発揮できるような工夫を

することが必要である。 
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私たちの住む社会は，今，高齢化や少子化などが進み， 
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ますます大切になってきています。 

 
宇都宮市は，これからの新しい時代に向けて， 
「やさしさをはぐくむ福祉のまち」を目指し， 
ここに『福祉都市』を宣言します。 

 

福祉都市宣言 
 

宇都宮市は 
赤ちゃんからお年寄り 
ハンディキャップを 
持った人々など 
すべての市民が 
笑顔でことばを交わし 
健康でいきいきと暮らせる 
心のふれあう福祉のまちを 
つくります 


